
熊本市児童育成クラブ支援員派遣業務（単価契約）仕様書

１　件名
熊本市児童育成クラブ支援員派遣業務（単価契約）

２　目的
熊本市が放課後児童健全育成事業として設置している児童育成クラブに有資格者の支援員を派遣し、人手不足を解消するとともに、児童の健全な育成及び保護者の子育てと仕事の両立支援を図る。

３　派遣元の業務内容
児童育成クラブにおける児童育成クラブ支援員の人材派遣

４　契約期間
契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで

５　履行期間
令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで

６　就業場所及び予定人数
(１) 別紙１の就業場所のうち、放課後児童育成課が指示する場所に４人を派遣すること。
(２) 履行期間中はやむを得ない場合を除き同一人を派遣すること。

７　派遣先責任者
派遣先責任者は、熊本市教育委員会事務局教育総務部放課後児童育成課長をもって充てる。

８　就業日時
(１) 就業日は平日（月曜日から金曜日まで）及び土曜日とする。ただし、派遣先が必要と認めた場合はこの限りではない。
(２) 就業時間帯については、以下のとおりとする。
ア　原則１３時１５分から１９時までの５時間４５分とする。
イ　長期休業期間については、原則８時から１９時までの間の７時間とする。
ウ　勤務時間については、一週間の中で合計の勤務時間が２８時間４５分を超えな
　　い範囲、長期休業期間については３５時間を超えない範囲で、一日の勤務時間
を調整することがある。
エ　詳細については、派遣先から示されるシフト表に従うこと。
(３) 上記に掲げる時間のほか、やむを得ない場合、１日５時間、１月４０時間を超えない範囲で、時間外勤務を命じることがある。なお、時間外勤務が発生した場合、追加就業日時分の追加派遣料を支払うか、予定された就業日時の中で振替えることができる。
(４) １日の勤務時間が６時間を超える場合は４５分、８時間を超える場合は１時間の休憩時間を取ることとする。

９　勤務を要しない日
(１) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
(２) 日曜日
(３) 年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日までの日）
(４) その他、熊本市が定める日

１０　休暇
年次有給休暇については、その取得に努めることとし休暇の取得に際しては、派遣先の児童育成クラブに事前の通知を要する。派遣先の児童育成クラブは、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障をきたすときは、取得予定日を変更するよう依頼することができる。

１１　派遣労働者の要件
(1) 派遣労働者は以下の要件のいずれかに該当する者とする。（派遣開始日までに取得
見込みの人を含む。）
ア　教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有す
る人（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の
教諭となる資格である普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する人）
イ　保育士の資格を有する人
ウ　社会福祉士の資格を有する人
(2) 派遣先は、派遣労働者が業務を遂行する上で不適当と判断した場合は、派遣元に対し、変更措置を講じるよう求めることができる。
(3) 派遣元は、犯罪事実確認（戸籍等の提出を含む。）及び研修受講を行った者を業務に従事させなければならない（こども性暴力防止法施行後）。

１２　指揮命令者
派遣先の主任支援員及び巡回指導員。なお、主任支援員が在籍していないクラブについては、副主任支援員及び巡回指導員。
１３　派遣労働者の業務内容
派遣労働者は、派遣先の指揮命令者の指示に基づき、次の業務に従事する。
(１) 入会児童に対する生活支援に関すること。
(２) 入会児童の健康管理及び安全管理に関すること。
(３) 入会児童の出席状況の把握に関すること。
(４) 障がいを有する児童、その他特に支援を要する児童への支援に関すること。
(５) 児童育成クラブの物品管理、その他必要な事務に関すること。
(６) 保護者から徴収する現金の会計に関すること
(７) 上記に掲げるもののほか、児童育成クラブの運営に関すること。

１４　派遣料の支払
(１) １人１時間あたりの単価契約とする。
(２) 派遣元は、毎月末日で派遣実績を締め派遣料金を計算し、派遣先に対して請求する。
(３)派遣先は、有効な請求書を受領した日の翌日から起算して３０日以内に派遣料を支払うものとする。

１５　派遣元の責務
派遣元は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働者災害補償保険法（令和４年法律第６８号）、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（令和７年法律第３３号）等その他関係条令を遵守すると共に、法令上の全ての責任義務を負うものとする。

１６　派遣労働者の責務
熊本市が雇用する児童育成クラブ支援員と同等とする。

１７　研修
受注者は、派遣労働者を新たに業務に従事させるときは、事前に児童育成クラブ支援員の業務内容を十分認識させるとともに、指導方法等、業務内容に関する研修を実施する。

１８　派遣労働者からの苦情の処理
(１) 苦情の申出を受ける者
派遣元責任者及び派遣先責任者をもって充てる。
(２) 苦情処理の方法、連携体制等
苦情の申出を受けたときには、直ちに相互に連絡することとし、派遣元及び派遣先が中心となって、誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について派遣労働者へ通知する。
なお、派遣元及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。

１９　当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(１) 契約解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、派遣元の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に申入れを行うこととする。
(２) 就業機会の確保
派遣先及び派遣元は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、派遣先の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(３) 当該契約解除の理由の明示
派遣先は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。

２０　派遣労働者の選任等
(１) 派遣元は、派遣労働者の氏名、連絡先等を記載した従事者名簿及び、前記１０(１)の要件を証明する書類を履行開始までに派遣先に提出すること。
(２) 派遣元は、派遣労働者の交代を行う場合は、事前にその旨を派遣先に通知するものとする。
(３) 派遣元は、派遣労働者が休暇、病気、けが等の理由により就業できない場合、業務に支障が生じないよう代替労働者の派遣を行うこととする。ただし、派遣先が代替労働者の派遣を必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(４)派遣先は、派遣労働者の事務能力又は業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には派遣元と協議の上、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。
(５)派遣労働者について、こども性暴力防止法第６条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると派遣先が認めたときは、派遣元に対し、派遣先の選択において当該派遣労働者の変更又は当該派遣労働者の従事する業務の変更を求めることができるものとする。

２１　管理台帳の作成
派遣元は派遣元台帳を、派遣先は派遣先管理台帳をそれぞれ作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。

２２　便宜供与
派遣労働者は、事務机等の施設・設備について利用することができる。

２３　派遣労働者の遵守事項
(１) 服装は華美なものを避け、支援員業務にふさわしいものとすること。
(２) 利用者との接遇は懇切丁寧を旨とすること。
(３) 勤務中の私語、私物の携帯電話の使用など、利用者に不快感を与えないように留意すること。
(４) 児童育成クラブ及び敷地内は原則禁煙とする。
(５) 派遣場所への通勤方法については、予め派遣元を通じて派遣先の承諾を得ること。

２４　損害賠償
派遣元は、業務の実施に関し、自己又は派遣労働者の故意又は過失により、児童育成クラブ又は第三者に対して損害を与えた場合は、直ちに派遣先に報告するとともに、児童育成クラブ又は第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他自己の責めに帰すことができない事由により生じた損害についてはこの限りではない。

２５　個人情報保護及び秘密の保持
(１)個人情報保護の取扱い
派遣元及び派遣労働者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインを遵守し業務を履行すること。
(２)個人情報保護の教育及び研修
派遣元は、派遣労働者に対して個人情報保護に関する教育及び研修を実施すること。
(３)秘密の保持
派遣元及び派遣労働者は、業務上知り得た業務内容及び秘密その他の情報について、契約期間中及び契約期間終了後においても、他に漏洩してはならない。派遣労働者の業務時間外及び本契約終了後、退職後も同様とする。

２６　疑義についての協議
この仕様書に定めのない事項又は本業務に関する事項について、疑義が生じた場合は、派遣先及び派遣元双方で協議のうえ定める。



別紙１
	
	就業クラブ
	住所

	１
	帯山小児童育成クラブ
	熊本市中央区帯山4丁目11-11

	２
	若葉小児童育成クラブ
	熊本市東区若葉4丁目23-23

	３
	春竹小児童育成クラブ
	熊本市中央区琴平1丁目9-39

	４
	城西小児童育成クラブ
	熊本市西区島崎3丁目12-60

	５
	白坪小児童育成クラブ
	熊本市西区蓮台寺4丁目4-1

	６
	城北小児童育成クラブ
	熊本市北区清水新地1丁目4-1

	７
	楠小児童育成クラブ
	熊本市北区楠5丁目15-1

	８
	泉ヶ丘小児童育成クラブ
	熊本市東区水源1丁目7-1

	９
	帯山西小児童育成クラブ
	熊本市中央区帯山2丁目1-7

	１０
	桜木小児童育成クラブ
	熊本市東区花立2丁目23-1

	１１
	武蔵小児童育成クラブ
	熊本市北区武蔵ケ丘3丁目15-1

	１２
	砂取小児童育成クラブ
	熊本市中央区神水1丁目1-1

	１３
	黒髪小児童育成クラブ
	熊本市中央区黒髪２丁目２−１

	１４
	白山小児童育成クラブ
	熊本市中央区菅原町9-1

	１５
	健軍小児童育成クラブ
	熊本市東区健軍2丁目25-56

	１６
	日吉小児童育成クラブ
	熊本市南区近見1丁目9-30

	１７
	託麻西小児童育成クラブ
	熊本市東区御領2丁目3-30

	１８
	麻生田小児童育成クラブ
	熊本市北区麻生田3丁目9-1

	１９
	川尻小児童育成クラブ
	熊本市南区川尻4丁目1-1

	２０
	池田小児童育成クラブ
	熊本市西区池田1丁目28-5

	２１
	東町小児童育成クラブ
	熊本市東区東町3丁目3-1

	２２
	託麻原小児童育成クラブ
	熊本市中央区渡鹿2丁目3-1

	２３
	山ノ内小児童育成クラブ
	熊本市東区山ノ内4丁目1-1

	２４
	本荘小児童育成クラブ
	熊本市中央区本荘6丁目5-22

	２５
	託麻南小児童育成クラブ
	熊本市東区長嶺東3丁目2-20

	２６
	楡木小児童育成クラブ
	熊本市北区楡木3丁目9-1

	２７
	田迎南小児童育成クラブ
	熊本市南区田井島3丁目12-1

	２８
	御幸小児童育成クラブ
	熊本市南区御幸笛田7丁目16-1

	２９
	清水小児童育成クラブ
	熊本市北区清水本町14-58

	３０
	大江小児童育成クラブ
	熊本市中央区大江3丁目5-31

	３１
	花園小児童育成クラブ
	熊本市西区花園6丁目9-15

	３２
	託麻東小児童育成クラブ
	熊本市東区戸島3丁目15-5

	３３
	高平台小児童育成クラブ
	熊本市北区高平1丁目17-11

	３４
	画図小児童育成クラブ
	熊本市東区下江津8丁目1-6

	３５
	春日小児童育成クラブ
	熊本市西区春日5丁目3-5

	３６
	西原小児童育成クラブ
	熊本市東区新南部3丁目4-60

	３７
	出水南小児童育成クラブ
	熊本市中央区出水4丁目1-1

	３８
	古町小児童育成クラブ
	熊本市西区二本木4丁目9-62

	３９
	力合小児童育成クラブ
	熊本市南区刈草2丁目10-1

	４０
	尾ノ上小児童育成クラブ
	熊本市東区尾ノ上2丁目8-1

	４１
	健軍東小児童育成クラブ
	熊本市東区東町4丁目15-2

	４２
	北部東小児童育成クラブ
	熊本市北区鶴羽田2丁目7-1

	４３
	月出小児童育成クラブ
	熊本市東区月出6丁目2-40

	４４
	田迎小児童育成クラブ
	熊本市南区出仲間8丁目3-30

	４５
	秋津小児童育成クラブ
	熊本市東区秋津3丁目9-20

	４６
	池上小児童育成クラブ
	熊本市西区池上町850

	４７
	城山小児童育成クラブ
	熊本市西区城山大塘1丁目23-1

	４８
	託麻北小児童育成クラブ
	熊本市東区上南部3丁目34-1

	４９
	向山小児童育成クラブ
	熊本市中央区本山4丁目5-27

	５０
	龍田小児童育成クラブ
	熊本市北区龍田7丁目7-1

	５１
	長嶺小児童育成クラブ
	熊本市東区長嶺南7丁目22-1

	５２
	白川小児童育成クラブ
	熊本市中央区新屋敷1丁目7-13

	５３
	城南小児童育成クラブ
	熊本市南区南高江4丁目2-70

	５４
	弓削小児童育成クラブ
	熊本市北区弓削3丁目20-1

	５５
	川上小児童育成クラブ
	熊本市北区西梶尾町480

	５６
	飽田東小児童育成クラブ
	熊本市南区砂原町115

	５７
	日吉東小児童育成クラブ
	熊本市南区近見5丁目1-1

	５８
	一新小児童育成クラブ
	熊本市中央区新町3丁目10-45

	５９
	西里小児童育成クラブ
	熊本市北区下硯川町1784

	６０
	出水小児童育成クラブ
	熊本市中央区出水1丁目1-75

	６１
	桜木東小児童育成クラブ
	熊本市東区桜木6丁目10-1

	６２
	銭塘小児童育成クラブ
	熊本市南区銭塘町990

	６３
	壺川小児童育成クラブ
	熊本市中央区壷川1丁目4-5

	６４
	小島小児童育成クラブ
	熊本市西区小島7丁目9-1

	６５
	河内小児童育成クラブ
	熊本市西区河内町船津2470-1

	６６
	碩台小児童育成クラブ
	熊本市中央区井川淵町4-8

	６７
	城東小児童育成クラブ
	熊本市中央区千葉城町5-1

	６８
	五福小児童育成クラブ
	熊本市中央区細工町2丁目25

	６９
	中島小児童育成クラブ
	熊本市西区中島町538

	７０
	慶徳小児童育成クラブ
	熊本市中央区山崎町72

	７１
	奥古閑小児童育成クラブ
	熊本市南区奥古閑町4072

	７２
	高橋小児童育成クラブ
	熊本市西区高橋町1丁目6-1

	７３
	川口小児童育成クラブ
	熊本市南区川口町3045

	７４
	田迎西小児童育成クラブ
	熊本市南区馬渡2丁目5-1

	７５
	芳野小児童育成クラブ
	熊本市西区河内町野出1420

	７６
	力合西小児童育成クラブ
	熊本市南区荒尾1丁目11-1

	７７
	杉上小児童育成クラブ
	熊本市南区城南町永505-1

	７８
	飽田西小児童育成クラブ
	熊本市南区並建町1005

	７９
	龍田西小児童育成クラブ
	熊本市北区龍田陳内2丁目17-1

	８０
	中緑小児童育成クラブ
	熊本市南区美登里町800




